
平成２４年 7月１２日

塩田地域協議会

会 長 南 雲 典 子 様

上田市長 母 袋 創 一

（上田地域自治センター 塩田地域自治センター）

回 答 書

平成２４年３月２７日付で貴地域協議会から提出のあった意見書について、下記のとおり

回答します。

記

１ 件 名 地域予算の拡充と決定システムの構築について

２ 意見内容 塩田地域では、75 歳以上の高齢者を対象とした「困りごと」アンケート

調査を、自治会連合会の協力のもと実施しました。調査結果では、高齢化に

伴う体力の低下から、家の周囲の雪かきや除草、布団干しなどの手助けや話

し相手の必要性を訴える声が多数ありました。他には、公共交通の不便な地

域にあっては、買物や通院に不便を感じるという意見もありました。

地域では、買物や病院などへの送迎ボランティアによる、地域で解決しよ

うとする機運が少しずつではありますが高まってきている実態もあります。

地域内分権の確立に向けた第４ステージの展開では、地域の自主性や主体

性、創造性を高めて地域力が発揮される姿にあるとしています。行政は、地

域課題を地域住民と共有して、共に考え解決していく体制を整えて、住民参

加と協働のまちづくりを進めるとしており、地域内分権に資するために地域

予算の拡充と決定システムが必要であるとしています。

地域内分権の推進にあたりましては、地域振興事業基金の積極的な活用

や、地域の裁量で活用できる地域振興対策事業費の拡充など、各地域の個性

を活かして実情に応じた主体的なまちづくり活動が、地域自治センターを中

心に展開できるように、早急な地域予算の拡充と決定システムの構築を強く

要望いたします。

平成２４年３月２７日

塩田地域協議会 会長 大 口 義 明

（様式地協第４号）



３ 回答内容 塩田地域協議会におかれましては、自治基本条例の基本理念である「参

加と協働のまちづくり」、「地域内分権」の実現に向け、地域課題の解決や

特色を生かした地域づくりへの取組を主体的かつ積極的に進められている

ことに対しまして、敬意を表するとともに感謝申し上げます。

新たな地域自治の創出を目指し導入いたしました地域内分権につきまし

ては、「地域の個性や特性が生かされ 地域力が発揮されるまちづくり」を

最終目標に掲げ、まちづくりのステージを段階的に設定する中で、地域自

治センター及び地域協議会の設置から上田市の自治の最高規範となる自治

基本条例の制定に至る第３ステージまでの取組を着実に進めてまいりまし

た。

今年度から取り組む第４ステージでは、地域内分権の確立に向けた最終

ステージとして、地域住民や多様な地域コミュニティ自らが参加、参画し、

自立的かつ持続的に地域づくりに取り組むことができるシステムの実現を

目指しています。このため、平成 24 年度においては、まず地域協議会や自

治会連合会をはじめとする関係団体の皆様と市で組織する「地域経営会議」

を設置していただき、地域課題の解決策や今後の住民自治のあるべき姿に

ついて検討させていただくことにしており、地域における機運の醸成など

に十分配慮しながら段階的に取り組んでまいりたいと考えております。

地域内分権を推進するためには、地域のことはより身近なところで判断

し、地域が責任を持って主体的に取り組んでいただくことができるよう地

域の権限と責任のもとに活用できる地域予算の拡充が必要と考えておりま

す。地域予算として平成 20 年度に創設いたしました「わがまち魅力アップ

応援事業補助金」につきましては、自治会や市民活動団体など多くの皆様

に積極的に御活用いただいており、当該事業を通じて地域住民の発意によ

る個性豊かな地域づくりが着実に推進されてきているものと認識しており

ます。今後、さらに地域住民の参加と協働による地域づくりが推進され、

地域力の向上や魅力ある地域づくりが進められるよう今年度には補助制度

の見直しを行ってまいりたいと考えております。

また、今年度は、地域課題の解決や地域づくりに機敏に対応できる枠予

算（地域振興対策費）を１地域協議会当たり 150 万円として地域の裁量に

より活用が図られるよう全地域自治センターに配当するとともに、地域自

治センターが直接予算要求できる範囲も順次拡充しているところです。

今後は、新たな住民自治システムの確立に向けて、地域住民の参加と協

働によるまちづくりを推進する中で、地域の実情に応じて使途を決定でき

る「（仮称）地域づくり交付金」制度の創設に向けて検討を進めてまいりま

す。

そのためには、地域住民が主体となって使途を決定できるような住民自

治組織の設立や仕組づくりを構築することが必要となりますので、新たな

住民自治組織の設立など地域内分権のよりいっそうの推進に向け、地域に

おきましても主体的に検討いただきますよう御理解と御協力をお願いいた

します。

（政策企画局 市民参加･協働推進課）


